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資料 「放課後子どもプラン推進事業」実施要綱（案）

※※文科生第※※号

雇児発第※※※※号

平成１９年※月※日

都道府県知事

各 指定都市市長殿

中核市市長

文部科学省生涯学習政策局長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

放課後子どもプラン推進事業の実施について

子どもを取り巻く環境の変化、家庭や地域の子育て機能・教育力の低下が指摘される中、放課後等

の子どもたちの安全で健やかな活動場所の確保を図る必要があることから、文部科学省及び厚生労働

省においては、両省連携の下、総合的な放課後対策を推進するため、別紙のとおり「放課後子どもプ

ラン推進事業実施要綱」を定め、平成１９年４月１日より実施することとしたので、本事業の適正か

つ円滑な実施を期されたく通知する。

別 紙

放課後子どもプラン推進事業実施要綱

１ 目 的

少子化や核家族化の進行、就労形態の多様化及び家庭や地域の子育て機能・教育力の低下など、

子どもを取り巻く環境の変化を踏まえ、放課後等に子どもが安心して活動できる場の確保を図ると

ともに、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的とする。

２ 事業の内容

この要綱において、次の事業を放課後子どもプラン推進事業とする。

(1) 放課後子ども教室推進事業等（内容については、別添１のとおり）

Ⅰ 放課後子ども教室推進事業

Ⅱ 放課後子ども教室備品整備事業

Ⅲ 放課後子ども教室指導者研修・推進委員会事業

(2) 放課後児童健全育成事業等（内容については、別添２のとおり）

Ⅰ 放課後児童健全育成事業

Ⅱ 放課後児童子ども環境整備事業（放課後児童クラブ未実施小学校区緊急解消等事業）

Ⅲ 放課後児童クラブ支援事業

Ⅳ 放課後児童指導員等資質向上事業

３ 事業の実施方法等

各事業の実施については、別添１及び２に定めるところによるものとする。
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別添１ 放課後子ども教室推進事業等実施要綱

Ⅰ 放課後子ども教室推進事業

１ 趣 旨

放課後子ども教室推進事業は、全国の小学校区において、放課後や週末等に小学校の余裕教室等

を活用して、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民

との交流活動等の取組を実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育

まれる環境づくりを推進するものである。

２ 実施主体

本事業の実施主体は市町村（特別区を含む。以下同じ ）等とし、事業の一部を適当と認められ。

る民間教育団体等に委託して行うことができるものとする。

３ 対象とする子どもの範囲

この事業における子どもの範囲は地域の子ども全般を想定しているものであり、幼児、児童・生

徒等一部の学齢のみを対象とするものではないが、主な対象は小学生の児童である。

４ 運 営

本事業の運営は、次により実施するものとする。

(1) 放課後子ども教室の実施

① 本事業の実施に当たっては、子どもたちの安全管理面に配慮するため、安全管理員を配置す

ることとし、子どもたちの健全育成に情熱を持つ地域の信頼できる者を選任することが望まし

い。

、 、 、② 本事業の実施に当たっては 学ぶ意欲がある子どもたちに対して 学習機会を提供するため

学習アドバイザーを配置することとし、地域のニーズに配慮しつつ、学習の内容に応じて、子

どもたちの健全育成に情熱を持つ地域の信頼できる者を選任することが望ましい。

具体的には、教職を目指す大学生や退職教員、民間教育事業関係者等、地域で活躍している

様々な分野の方々が想定される。

③ 本事業は、基本的に、小学校施設（教室や余裕教室、校庭、体育館等）を活用して実施する

が、地域の実情に応じて、公民館等の社会教育施設、児童館など、多様な体験活動や交流活動

等が安全・安心して活動できる場所で実施することができるものとする。

④ 本事業は、概ね年間を通じて、放課後や週末等に継続的に実施することとするが、地域の実

情や活動内容及び地域子ども教室での実績等を踏まえ、実施主体が判断するものとする。

⑤ 本事業は、地域の大人の参画（無償ボランティアを含む ）を得て、子どもたちとともに勉。

強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、地域ぐるみ

で子どもを育む環境づくりに努めるものとする。

⑥ 本事業の実施に当たっては、地域の子どもを対象とし、参加人数等については、地域の実情

や活動内容により実施主体が判断するものとする。

ただし、居住の別や国公私立の学校種別等の制限を設けることなく、地域の実情に応じて、

できる限り多くの子どもたちが参加できるよう配慮するものとする。
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⑦ 本事業の趣旨を勘案し、障害を有する子どもたちに対しても、放課後や週末等における体験

・交流活動等の場として活用されることが望ましいことから、障害を有する子どもたちが本事

業に参加する場合は、個々の状況に配慮した活動を行うために、人的体制の確保等の適切な措

置を必要に応じて講じること。

、 、 、⑧ 本事業の円滑な実施を図る観点から 都道府県 指定都市及び中核市が実施する安全管理員

学習アドバイザー等を対象とした研修への積極的な参加に努めること。

(2) 運営委員会の設置

① 市町村は、域内の放課後対策事業（放課後児童クラブを含む。以下同じ ）の運営方法等を。

検討する運営委員会を設置する。

② 具体的な検討内容は、事業計画の策定、安全管理方策、広報活動方策、ボランティア等の地

、 、 。域の協力者の人材確保方策 活動プログラムの企画 事業実施後の検証・評価等が考えられる

③ 運営委員の選定にあたっては、行政関係者（教育委員会及び福祉部局 、学校関係者、放課）

後児童クラブ関係者、社会教育関係者、児童福祉関係者、ＰＴＡ関係者及び域内の地域住民等

の方々を、各地域の実情に応じて適宜選定する。

④ 委員会の開催については、年間をとおして時期の偏りがないよう定期的に開催することに努

める。

(3) コーディネーターの配置

① 市町村は、各小学校区毎に、放課後対策事業の総合的な調整役を担うコーディネーターを配

置することとし、各地域の中心的な役割を担い、学校関係者、放課後子ども教室・放課後児童

クラブ関係者、地域の団体、保護者などと良好な関係を保ち、定期的に連絡調整を行うことが

可能な、子どもたちの健全育成に情熱を持つ地域の信頼できる者を選任することが望ましい。

具体的には、生涯学習インストラクターや民生委員・児童委員等地域に根ざした活動をされ

ている方などが想定される。

、 、② コーディネーターは 本事業と放課後児童クラブとの連携についての調整を図ることのほか

保護者等に対する参加の呼びかけ、学校や関係機関・団体等との連絡調整、ボランティア等地

域の協力者の確保・登録・配置、活動プログラムの企画等を行う。

(4) 共通事項

① 市町村は、原則として教育委員会（学校教育や学校安全主管課を含む ）が中心となって、。

学校、ＰＴＡ、自治会など地域全体の協力を得て、本事業の実施に当たるものとする。

② 市町村は、総合的な放課後対策を推進する観点から、厚生労働省の放課後児童クラブと一体

的あるいは連携して、域内の子どもたちの放課後子ども教室推進事業への参加促進に努めるも

のとする。

５ 活動内容

本事業においては、次の活動を行うものとする。

(1) 放課後や週末等における地域の子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）の確保

(2) 地域の多様な大人の参画を得て、子どもたちに、様々な体験・交流・学習活動の提供

(3) 様々な体験・交流・学習活動を通して、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間

性の涵養

(4) 地域の子どもたちと大人の積極的な参画・交流による地域コミュニティーの充実

(5) その他子どもたちが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進する

ために必要な活動
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６ 留意事項

本事業の実施主体は、政治的又は宗教上の組織に属さないものであること。

７ 費用

(1) 国は、上記２～６の要件を満たした次の事業に対して補助するものとする。

① 市町村が直接実施する事業又は民間教育団体に委託して実施する事業に対して、都道府県

が補助する事業

② 都道府県、指定都市及び中核市が直接実施する事業又は民間教育団体に委託して実施する

事業

(2) 本事業の事業費を積算する際は、以下の基準に基づき事業費を計上すること。

① 放課後子ども教室運営費

・ 安全管理員、学習アドバイザーの配置人数については、国の予算積算人数を参考に、各

地域の放課後子ども教室の実情（開催日数や当該学校規模等）に応じて、真に必要な人数

を配置する。

・ 安全管理員、学習アドバイザーの謝金単価については、国の予算積算単価を参考に、各

自治体の会計基準に基づく単価を設定しても差し支えない。

ただし、それぞれの１人１時間あたりの謝金単価は、安全管理員７２０円、学習アド

バイザー１，０８０円までを上限として積算するものとする。

（なお、特別な催し物実施のための講師等の謝金単価設定については、経常的に行わ

れないものと解し、この金額によらなくても差し支えない ）。

・ 謝金以外の経費については、通信運搬費、印刷製本費、教材費、事業関係者の保険料、

消耗品費等が考えられるが、各地域の実情に応じた教室の運営に必要な経費を適宜積算す

。（ 、 、 。）る ただし おやつ等の飲食物代や 子どもたちの実費相当の保険料・材料費代は除く

・ ４(2)④に基づき、放課後子ども教室の開設日数について、最低実施日数の考え方はと

らないものとする。

② 運営委員会経費

・ 運営委員会の経費については、委員等謝金・旅費、通信運搬費、印刷製本費、会議費、

消耗品費等が考えられるが、各自治体の判断により、運営委員会の開催に必要な経費を適

宜積算する。

（ただし、飲食物費（当該自治体が認める会議費以外のもの）及び交際費に該当する

経費は除く ）。

③ コーディネーター経費

・ コーディネーターの配置人数については、国の予算積算人数を参考に、各自治体（小学

校区数の多寡等）の実情に応じて、真に必要な人数を配置する。

・ コーディネーターの謝金単価については、国の予算積算単価を参考に、各自治体の会計

基準に基づく単価を設定しても差し支えない。

ただし、１人１時間あたりの謝金単価は、１，４４０円までを上限として積算するも

のとする。
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Ⅱ 放課後子ども教室備品整備事業

１ 趣 旨

新たに放課後子ども教室を開設する場合において、余裕教室等の施設を放課後子ども教室用のス

ペースにするため、開設年度に限り必要な備品等を設置し、放課後子ども教室運営の円滑かつ速や

かな実施が図られることを目的とする。

２ 実施主体

本事業の実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ ）とする。。

３ 事業の対象

、 、Ⅰに基づく放課後子ども教室推進事業を新たに実施するための施設に必要な 既存施設の改修等

施設整備を伴わない備品等の整備（備品の購入等）のみを行う事業。

４ 対象事業の制限

(1) 他の国庫補助を受ける場合は、本事業の対象とはならないこと。

(2) 改修や修繕等の工事が伴う施設整備は、本事業の対象とはならないこと。

(3) 本事業は、１放課後子ども教室につき１回限りとすること。

５ 費用

(1) 国は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとする。

① 市町村が実施する事業に対して都道府県が補助する事業

② 都道府県、指定都市及び中核市が実施する事業

(2) 本事業の事業費を積算する際は、以下に基づき事業費を計上すること。

① 具体的な開設のための備品費については、以下のようなものが想定されるが、原則、各自

治体の判断に委ねるものとする。

②１放課後子ども教室あたりの単価については、国の予算積算単価を参考に、各地域の放課後

子ども教室の実情（開催日数や当該学校規模等）に応じて、計上して差し支えない。

【開設備品の例】

カーペット、ロッカー、保管庫（事務資料用 、ノ一トパソコン、プリンター、テレビ、エアコ）

ン（取付費含む 、折りたたみ座卓、事務用机・椅子、冷蔵庫、スポーツ用具（ボールかご等））

など

Ⅲ 放課後子ども教室指導者研修・推進委員会事業

１ 趣 旨

各都道府県・指定都市・中核市において、域内における放課後対策の総合的な在り方の検討を行

うための推進委員会の設置を行うとともに、域内各市町村が実施する放課後対策事業に関わるコー

ディネーターや安全管理員等の事業関係者の資質向上や情報交換等を図るための研修を行い、放課

後子どもプランの推進を図ることを目的とする。
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２ 実施主体

本事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市とする。

ただし、事業の一部について事業を実施するのに適した法人等（財団法人、社団法人、特定非営

利活動法人等）に委託することができるものとする。

３ 運 営

本事業の運営は、次により実施するものとする。

(1) 推進委員会の設置

① 都道府県、指定都市及び中核市は、域内の総合的な放課後対策の在り方を検討する推進委

員会を設置する。

② 具体的な検討内容は、放課後対策事業（放課後児童クラブを含む ）の実施方針、安全管。

理方策、広報活動方策、指導者研修の企画、事業実施後の検証・評価等が考えられる。

③ 推進委員の選定にあたっては、行政関係者（教育委員会及び福祉部局 、学校関係者、社）

会教育関係者、福祉関係者、学識経験者等を、各地域の実情に応じて適宜選定する。

④ 委員会の開催については、年間をとおして時期の偏りがないよう定期的に開催することに

努める。

(2) コーディネーター研修の実施

都道府県、指定都市及び中核市は、域内の市町村が各小学校区毎に配置するコーディネータ

ーに対し、域内の放課後対策の現状や放課後子どもプラン関係施策の概要、ボランティア等地

域の人材の確保のための方策などの資質向上を図るための講義等の開催や、他のコーディネー

ターをはじめとした放課後子どもプラン事業関係者との情報交換・情報共有を図る研修を実

施。

(3) 安全管理員等研修の実施

都道府県、指定都市及び中核市は、域内の市町村が実施する放課後対策事業に関わる安全管

理員や学習アドバイザー等に対し、安全管理、子どもたちとの接し方、活動プログラムの企画

・実施方策などの資質向上を図るための講義等の開催や、他の放課後子どもプラン事業関係者

との情報交換・情報共有を図る研修を実施。

４ 留意事項

放課後児童健全育成事業の担当者に対する研修を併せて実施する場合には、放課後子ども教室推

進事業及び放課後児童クラブそれぞれの担当者又は指導員等が両研修を相互に受講できるよう連携

を図るとともに、両研修内容の整合性や日程等にも配慮すること。

５ 費用

(1) 都道府県、指定都市及び中核市が実施する事業に対して補助するものとする。

(2) 本事業の事業費を積算する際は、以下の基準に基づき事業費を計上すること。

① 推進委員会経費

・ 推進委員会の経費については、委員等謝金・旅費、通信運搬費、印刷製本費、会議費、

消耗品費等が考えられるが、各自治体の判断により、推進委員会の開催に必要な経費を適

宜積算する。

（ただし、飲食物費（当該自治体が認める会議費以外のもの）及び交際費に該当する
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経費は除く ）。

② コーディネーター研修経費・安全管理員等研修経費

・ コーディネーター研修経費・安全管理員等研修経費については、講義謝金・旅費、印刷

製本費、会場借料、消耗品費等が考えられるが、各自治体の判断により、研修の実施に必

要な経費を適宜積算する。

（ただし、飲食物費（当該自治体が認める会議費以外のもの）及び交際費に該当する

経費は除く ）。

別添２ 放課後児童健全育成事業等実施要綱

Ⅰ 放課後児童健全育成事業

１ 趣旨

児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という ）第６条の２第２項の規定に基づき、保。

護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童に対し、授業

の終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な

育成を図るものである。

２ 実施主体

本事業の実施主体は、法第34条の７の規定に基づき、市町村（特別区を含む。以下同じ 、社会。）

福祉法人その他の者（以下「市町村等」という ）が行うものとする。。

３ 対象児童

本事業の対象児童は、法第６条の２第２項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にい

ない小学校１～３年に就学している児童であり、その他健全育成上指導を要する児童（盲・聾・養

護学校の小学部の児童及び小学校４年生以上の児童）も加えることができるものであること（以下

「放課後児童」という 。。）

４ 運営

本事業の運営は、次により行うものであること。

(1) 本事業の実施に当たっては、遊びを主として放課後児童の健全育成を図る者（以下「放課後児

童指導員」という ）を配置し、放課後児童を受け入れるものであること。。

(2) 放課後児童指導員の選任に当たっては、児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第63号）第

38条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましいこと。

(3) 本事業は、放課後児童の就学日数、地域の実情等を考慮し、年間250日以上開所すること （た。

だし、平成21年度までは、特例として200日以上でも国庫補助の対象とする ）。

また、開所時間については、１日平均３時間以上とすること。ただし、長期休暇期間などに

ついては、子どもの活動状況や保護者の就労状況等により、原則として１日８時間開所するこ

と。

(4) 本事業は、小学校の余裕教室や小学校敷地内の専用施設のほか、児童館、保育所や団地の集会

室などの社会資源を活用して実施すること。
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なお、同じ建物内で、別添○に基づく放課後子ども教室推進事業（以下 「放課後子ども教室、

推進事業」という ）など、すべての子どもを対象とした活動拠点（居場所）の提供を併せて行。

う場合には、放課後児童のために間仕切り等で区切られた専用スペース又は専用部屋を設け、

生活の場としての機能が十分確保されるよう留意すること。

(5) 子どもの情緒の安定や事故防止を図る観点から、１クラブ当たりの放課後児童の人数が一定規

模以上になった場合には、分割を行うなど適正な人数規模のクラブヘの転換に努めること （た。

だし、平成21年度までは、経過措置として１クラブ当たりの児童数が71人以上の場合も国庫補助

の対象とする ）。

(6) 本事業は、法第６条の２第２項及び児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）第１条の規定に

基づき、利用する放課後児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備

える等により実施されなければならないものであり、その活動に要する遊具、図書及び児童の所

持品を収納するためのロッカーの他、生活の場として必要なカーペット、畳等を備えること。

(7) 本事業の実施に当たっては、家庭や放課後子ども教室推進事業の担当者及び関係機関との連携

を図ること。

(8) 本事業の実施に当たっては、子どもの様子の変化や小学校の下校時刻の変更などに十分対応で

きるよう、小学校の教職員との間で迅速な情報交換ができる体制を整備すること。

(9) 本事業の実施に当たっては、地域における放課後児童の状況を的確に把握するとともに法第56

条の６第２項の規定に基づき、本事業を行う他の者との相互連携、放課後児童及びその家庭から

の相談等地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならないこと。

(10) 本事業の実施に当たっては、本事業の加入申込み等に係る書類について、所定の様式を定め

整備すること。

(11) 本事業の実施に当たっては、児童の安全管理、生活指導、遊びの指導等について、放課後児

童指導員の計画的な研修を実施するものとし、また児童館に勤務する児童厚生員の研修や放課後

子ども教室推進事業の担当者研修との連携を図ること。

また、都道府県においても、同様に放課後児童指導員の計画的な研修を実施すること。

(12) 市町村は、児童の保護者、児童委員、民間の児童健全育成ボランティア等の協力を得て本事

業の支援に当たるものとすること。

(13) 市町村は、法第21条の10の規定に基づき、放課後児童の本事業の利用に関する相談及び助言

・地域の実情に応じた本事業の実施及び本事業を行う者との連携等により、放課後児童の本事業

の利用の促進に努めなければならないこと。

５ 事業の内容

本事業は、次の内容・機能を有するものとすること。

(1) 放課後児童の健康管理、情緒の安定の確保

(2) 出欠確認をはじめとする放課後児童の安全確認、活動中及び来所・帰宅時の安全確保

(3) 放課後児童の活動状況の把握

(4) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(5) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと

(6) 連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施

(7) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(8) その他放課後児童の健全育成上必要な活動
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６ 留意事項

(1) 本事業は、その目的を異にするスポーツクラブや塾等、その他公共性に欠けるものについては

対象としないものであること。

(2) 本事業の実施主体は、政治的又は宗教上の組織に属さないものであること。

７ 費用

(1) 国は、上記２～６の要件を満たした次の事業（放課後児童が10人以上に限る。ただし、開設日

数が200～249日の場合は、放課後児童が20人以上に限る ）に対して、別に定めるところにより。

補助するものとする。

① 市町村が実施する事業又は助成する事業に対して都道府県が補助する事業

② 政令指定都市及び中核市が実施する事業又は助成する事業

(2) 市町村等は、本事業を実施するために必要な経費の一部を、保護者から徴収することができる

ものとする。

（放課後児童クラブ未実施小学校区緊急解消等事業）Ⅱ 放課後子ども環境整備事業

１ 趣 旨

新たに放課後児童健全育成事業を実施するための施設（放課後児童クラブ）を設置するため、既

存の小学校の余裕教室等の改修等や必要な設備の整備などの環境整備を行うことにより、放課後児

童クラブの設置促進等を図ることを目的とする。

２ 実施主体

本事業の実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ ）とする。。

３ 対象事業

(1) 放課後児童クラブ設置促進事業

Ⅰに基づく放課後児童健全育成事業（以下 「放課後児童健全育成事業」という ）を新たに実、 。

施するための施設の設置に必要な、小学校の余裕教室等の既存施設の改修、設備の設置や修繕、

備品の購入を行う事業。

(2) 放課後児童クラブ環境改善事業

放課後児童健全育成事業を新たに実施するための施設の設置に必要な、既存施設の改修を伴わ

ない設備の整備（備品の購入等）のみを行う事業。

(3) 放課後児童クラブ障害児受入促進事業

既存の放課後児童健全育成事業を実施する施設において、障害児を受け入れるために必要な改

修、設備の設置や修繕、備品の購入を行う事業。

４ 対象事業の制限

(1) 他の国庫補助を受ける場合は、本事業の対象とはならないこと。

(2) 既存の事業実施施設の破損や老朽化等に伴う改修や修繕は、本事業の対象とはならないこと。

(3) ３の(1)及び(2)の事業については、１施設につき１回限りとすること。ただし、既存の放課後

、 、 。児童クラブを分割して 適正な人数規模のクラブとして実施する場合には この限りでないこと
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また、対象施設は、当該年度中または翌年度４月１目に事業を実施するもののみであること。

(4) ３の(3)の事業については、受け入れる障害児の障害の種類や程度等によっては、同一施設に

おいて複数回、実施することも可能であること。

、 、 。また 対象施設は 当該年度中又は翌年度に障害児の受入を予定しているもののみであること

５ 費 用

国は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとする。

(1) 市町村が実施する事業に対して都道府県が補助する事業

(2) 政令指定都市及び中核市が実施する事業

Ⅲ 放課後児童クラブ支援事業

１ 趣 旨

放課後児童健全育成事業を実施するための施設（放課後児童クラブ）へのボランティアの派遣や

放課後児童指導員の健康診断等を行うことにより、放課後児童クラブの円滑な事業実施に資すると

ともに、放課後子どもプランの推進を図ることを目的とする。

２ 実施主体

本事業の実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ ）とする。。

３ 事業内容

実施主体は、次の何れかの事業を実施するものとする。

(1) ボランティア派遣事業

児童が地域の様々な人々と関わり合うことは、児童の成長・発達において重要であることから、

市町村が、伝統的技術や自然体験の技術などを持つボランティアの登録名簿を作成し、以下の①～

④の何れかの事業の実施のため放課後児童クラブへ派遣する。

① 伝承遊び等事業

お手玉、けん玉、あやとり、民謡、太鼓、囲碁、将棋、カルタ遊び、工作、折り紙などの遊び

の指導を実施する事業。

② 自然等体験事業

田植え、畑づくり、地域のお祭りへの参加、草木や野鳥や昆虫などの自然観察などの体験活動を

実施する事業。

③ 巡回派遣事業

障害児と健常児の関わり合いなど、放課後児童クラブを行うに当たって配慮が必要な児童への生

活指導等を行う放課後児童指導員に対する援助を実施する事業。

④ 長期休暇派遣事業

長期休暇期間において、利用時間が長くなることや一時的に利用する児童の増加などに配慮して

生活指導等を行う放課後児童指導員に対する援助を実施する事業。

(2) 放課後子どもプラン実施支援等事業

放課後児童クラブ未実施市町村に取組を促し、放課後子どもプランの円滑な策定・実施が図られ

るよう、以下の①～⑤の事業を実施する。
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① 人材確保のための研修等

新たに放課後児童指導員を希望する者等に対する研修の実施、研修受講者の名簿への掲載・登

録、他自治体で実施しているクラブの見学・実習の実施

② 地区別運営委員会の設置・開催

各小学校区内での実施場所の選定・確保、具体的な連携方法や活動内容等を検討する運営委員会

の設置・開催

③ 広報啓発

「放課後子どもプラン」の実施に向けたリーフレットの作成などの広報活動

④ その他

その他「放課後子どもプラン」の推進に資する取組

(3) 放課後児童の衛生・安全対策事業

感染症罹患等の有無を発見するため、民営の放課後児童クラブに従事する放課後児童指導員に

対する健康診断を行う。

４ 留意事項

(1) ３の(2)の実施に当たって同じ小学校で放課後児童クラブと別添１の放課後子ども教室推進事業

を実施する場合は、ボランティアの効果的な活用を図ること。

(2) ３の(3)の実施に当たっては、感染症等にかかる健康診断について既存の制度等を活用するなど

して柔軟に実施すること。

５ 費 用

国は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとする。

(1) 市町村が実施する事業に対して都道府県が補助する事業

(2) 政令指定都市及び中核市が実施する事業


